
特定商取引に関する法律に基づく表示 
事業者の名称 
ライフシフト合同会社 
 
運営責任者 
ライフシフト合同会社 代表社員 町田健登 

 
事業者の住所 
本社：福岡県福岡市西区姪の浜 2-24-15  
    ウェルグラン姪浜マリナヒルズ 802 
 
連絡先 
ライフシフト合同会社証券サポート事務局 
E メール：Info@lifeshift-ex.com 

電話番号：050-3580-5159 

支払方法 
銀行入金＋月額費のクレジットカード決済（VISA / Master / Diners / Amex / JCB） 
 
支払時期 
申し込み後、5営業日以内（支払期限内に申し込みのなかった場合、キャンセルとみなす） 
  
サービスの対価、及び商品の販売価格（割引前正規料金） 
1．フィリピン株勉強会「ライトパック」  入会金 96,800 円（税込み）、月額費 2,200円（税込 
【対価】 
・ライトパック版「LINEサポートサービス」への加入 
・戦略セミナー（ダイジェスト録画）月 1回 
・特典動画約 40本 
・朝記事配信（週 1回、ただし日本・フィリピンの休日・祝日は除く） 
・フィリピン現地証券口座 AB CAPITAL SECURITIES.,INCの証券口座開設の無料サポート（契約者 1名
に限る）または、アイザワ証券の証券口座開設の無料サポート（契約者 1名に限る）サポートは
どちらか 1つのアカウントとする。 
※投資助言や投資顧問業に関する情報配信は当社サービスには含まれない。 
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2．フィリピン株勉強会「スタンダードパック」 入会金 217,800 円（税込み）＋月額 4,400円（税込
み） 

 【対価】 
・スタンダードパック版「LINEサポートサービス」への加入 
・戦略セミナー（リアルタイム参加+録画配信）月 1回 
・特典動画約 100 本 
・朝記事配信（平日毎朝、ただし日本・フィリピンの祝日・休日は除く） 
・フィリピン現地証券口座 AB CAPITAL SECURITIES.,INCの証券口座開設の無料サポート（契約者 1
名に限る）または、アイザワ証券の証券口座開設の無料サポート（契約者 1名に限る）サポ
ートはどちらか 1つのアカウントとする。 

※投資助言や投資顧問業に関する情報配信は当社サービスには含まれない。 
 

3．フィリピン株勉強会「ＶＩＰアドバンスパック」 
 入会金 437,800 円（税込み）＋月額 6,600円（税込み） 
【対価】 
・VIPアドバンスパック版「LINEサポートサービス」への加入 
・戦略セミナー（リアルタイム参加+録画配信）月 1回 
・特典動画約 100 本 
・朝記事配信（平日毎朝、ただし日本・フィリピンの祝日・休日は除く） 
・フィリピン現地証券口座 AB CAPITAL SECURITIES.,INCの証券口座開設の無料サポート（契約者 1
名に限る）または、アイザワ証券の証券口座開設の無料サポート（契約者 1名に限る）サポ
ートはどちらか 1つのアカウントとする。 

・銀行口座開設サポート（口座開設節後の保守メンテナンスは別途費用が必要。） 
・フィリピン視察研修 1回無料（航空券・宿泊費は含まれない。お客様負担。視察研修の内容は
開催時期により変更する） 
・資産運用個別相談（60分）年 1回 
・VIP会員様向け限定の懇親会（年 3回程度、開催地は都度変更） 
※投資助言や投資顧問業に関する情報配信は当社サービスには含まれない 

 
  
対価、及び販売価格以外にかかる費用 
ありません。 
※本サービスの対価に消費税は含まれております。 
※本サービスを利用する際のインターネット接続料金は利用者にてご負担ください。 
※株の売買に関する銀行振込手数料や、出金手数料、売買の各種手数料や税金は利用者が負  



担ください。 
 
サービス開始、及び商品引渡しの時期 
 銀行振込とクレジットカード決済の両方が確認されたのち、3営業日以内に、証券口座開設サポ
ートと LINEサポートの登録案内をお送りさせていただきます。 
 
入会金のキャンセル、解約について 
当サービスは特定商取引法に基づくクーリングオフ制度の適用対象となっておりません。 
サービスの開始後、証券会社の都合により、お客様が口座開設できない等の瑕疵のあった場合

に限り、キャンセル（解約）をお受けいたしますが、それ以外のキャンセル（解約）は、原則、お受け

しておりません。 
 

各プラン月額費 LINEサポートサービスのキャンセル、解約について 
弊社 LINEから解約する旨をお伝えいただきますと、解約申請した月の 1日～25日に解約申請

した方は、翌月 1日目から退会処理がされ、26日～31日に退会処理した方は、翌々月から月額
費用の請求が止まり、LINEサポートサービスが使用できなくなります。月の初頭や半ばに解約申
請した場合でも、サービスを利用している月の利用額が日割りにはならず、各プランの月額費用

発生しますのでご注意ください。当サービスの利用ができなくなります。解約料金は不要です。 
 
 
各プランの一時休会制度について 

利用者は入会金の支払いが全額完了している場合に限り、6か月間の休会申請を 1度のみ申請

することが可能です。休会申請後、翌月から休会措置が発生し、7カ月目からは月額費用が再度

発生致します。7か月目に支払いをしない場合には、そのまま退会処置になります。 

利用者は入会金を分割払いをしている間は、原則退会をすることができません。分割金を支払い

の最中に 6か月の休会を希望した場合でも、利用者は入会金の分割払いを止めることはできず、

入会金を支払う必要があります。入会金を分割払いの最中に、退会の場合には入会金の分割金

全額の支払いに加えて、違約金として 33,000円（税込）を追加で払うことで、各プランの月額費用

を 6か月停止することが可能です。 

 

各プランの再入会制度について 

解約後は再入会の際に各プランの入会金（割引前正規料金）の半額（税込）を支払い、各プラン

の月額費用の正式金額を継続支払いすることで、各プランの再開が可能です。プラン再開時は、

契約前のプランを継続するものとし、プラン変更を希望の場合には、再開後利用規約に則り、アッ

プグレード・ダウングレードをする必要があります。 


